
埼玉県新型感染症専門家会議設置要綱 
（目的） 
第１条 新型コロナウイルス感染症等の発生状況等を踏まえ、本県の実情に合った対策を検討するために、県内外
の専門家からなる「埼玉県新型感染症専門家会議」（以下「専門家会議」という。）を設置する。 

 
（項目） 
第２条 専門家会議は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。 
(1) 新型コロナウイルス感染症等に関する県の医療体制に関すること 
(2) 今後取り組むべき感染拡大防止策に関すること 
(3) その他必要とする項目に関すること 
 
（組織） 
第３条 専門家会議は、別表１、２に掲げるメンバーをもって構成する。 
２ 主宰は知事が行う。 
３ 主宰に事故あるとき又は主宰が欠けたときは、主宰があらかじめ指名する者がその職務を代理する。 
 
（会議） 
第４条 専門家会議は主宰が招集し、意見を聴く項目を提示し、会の進行を行う。 
２ 新型インフルエンザ特別措置法に基づく措置等、感染拡大防止策のうち、県内経済に重大な影響を及ぼす項目
に対する意見を聴取する場合には、別表１に加え別表２のメンバーを招集し会議を開催する。 

 
（会議の公開・非公開） 
第５条 専門家会議は原則非公開とする。 
 
（事務局） 
第６条 専門家会議の庶務は、保健医療部保健医療政策課において処理する。ただし、別表２のメンバーに係る庶
務は、産業労働部産業労働政策課において処理する。 

 
（その他） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、主宰が別に定める。 
 
 
附則 
 この要綱は、令和２年３月２日から施行する。 
附則 



 この要綱は、令和３年１月２７日から施行する。 
附則 
 この要綱は、令和３年４月８日から施行する。 
附則 
 この要綱は、令和３年４月３０日から施行する。 
附則 
 この要綱は、令和３年５月３１日から施行する。 
附則 
 この要綱は、令和５年７月６日から施行する。 
 
  



別表１（第３条関係）（五十音順） 

 

岡部  信彦 川崎市健康安全研究所 所長 

金井  忠男 埼玉県医師会 会長 

川名  明彦 防衛医科大学校 教授 

＜内科学（感染症・呼吸器）＞ 

坂木  晴世 

 

国際医療福祉大学大学院 准教授 

＜医療福祉学研究科 保健医療学専攻 看護学分野＞          

感染症看護専門看護師 

讃井  將満 自治医科大学 教授 

澤登  智子  埼玉県看護協会 会長 

竹田  晋浩 かわぐち心臓呼吸器病院 理事長・院長 

光武 耕太郎 

 

埼玉医科大学国際医療センター教授 

＜感染症科・感染制御科＞ 

  



別表２（第３条関係）（五十音順） 

 

 

池田  一義  一般社団法人埼玉県商工会議所連合会会長 

小谷野 和博 埼玉県中小企業団体中央会会長 

近藤   嘉  日本労働組合総連合会埼玉県連合会会長 

三村  喜宏  埼玉県商工会連合会会長 

 

 

 


